
 

四日市市告示第１２９号 

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。 

令和７年３月２６日 

四日市市長   森 智 広   

 

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱の一部を改正する要

綱   

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱（平成２６年四日市市告示

第４０３号）の一部を次のように改正する。 

 

第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業利用決定（却下）通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

                        

四日市市長            

 

 

     年  月  日付けで申請のありました四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーシ

ョン支援事業の利用について、次のとおり決定しましたので、四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュ

ニケーション支援事業実施要綱第５条の規定により通知します。 

 

１ 利用決定 

利

用

者 

氏  名  

住  所  

入院時コミュニケー

ション支援事業者名 

 

入院する医療機関 

 

入院日 年  月  日 

利用内容 

年  月  日より入院期間内とする。 

※ただし１回の入院につき、入院の日から起算して１４日以内と

し、１日あたりの利用時間は８時間以内とする。 

  

 

２ 利用却下 

理  由 

 

 

 

 



第４号様式、第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業利用変更決定（却下）通知書 

 

第     号 

    年  月  日 

 

           様 

 

四日市市長             

 

 

     年  月  日付けで申請のありました四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーシ

ョン支援事業の利用変更について、次のとおり決定しましたので、四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コ

ミュニケーション支援事業実施要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

利

用

者 

氏 名 

 

 

住 所 

 

 

変更内容 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書 

 

 

第     号 

    年  月  日 

 

           様 

 

四日市市長            

 

 下記の理由で四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション事業の利用の決定を取り消しま

したので四日市市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱第８条第２項の規定

により通知します。 

 

 

利

用

者 

氏 名 

 

 

住 所 

 

 

 

取消し理由 

 

 

           

           

 

取消決定年月日 

 

平成   年   月   日 

    

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（健康福祉部高齢福祉課） 

   


